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【図8.3.4.4】政策コストの推計＜出資金返済なし＞（想定割引率：1.7％の場合）

8.3.4.5.政策コストの推計（想定割引率：0.7％の場合）

近年の低金利の流れを反映して割引率を0.7％に設定した場合には、政策コストは【図8.3.4.5】のようになる。

【図8.3.4.5】政策コストの推計（想定割引率：0.7％の場合）

分散が広がり、リスクが生じた場合の赤字額が大幅に大きくなる。

8.3.5.改善に向けた意見：将来リスクを考慮した制度設計の必要性

債務の透明性と説明責任とともに、今後の効率的な公社運営が問われている。次に、制度設計のあり方を議論する。

8.3.5.1.ガバナンスの視点

京都府道路公社では理事のうち、沿線市町首長２人、民間人１人を含めたメンバー８人で構成される理事会が組織さ

れ、効率的かつ安定的な公社経営を目指して審議されている。理事会等は非公開だが、事業報告書等の配付資料は道路

公社のホームページで公開されている。

しかし、公社には点検評価委員会が整備されていない。公社の抱える様々な諸問題（たとえば、経営戦略、人事問題、

財務問題等々）について検討を進めるためには、多様な知識や経験を有する民間人を含めた点検評価委員会を設置し、

ガバナンスの構築を進める必要がある。また、情報公開も十分ではない。ガバナンスの欠如は、公社運営のゆがみをも

たらす原因のひとつとなるだけに、これらガバナンス制度の整備は、公社のアカウンタビリティ、出資者たる京都府の

説明責任から考えれば当然に早期になされる必要があろう。

8.3.5.2.資金調達のあり方：公社債の活用

まず、後向きの問題として、財政制約の中で、現在保有している負債を軽減する方法が考えられる。返済負担を少な

くする方法のひとつは、より低い金利で資金調達をすることである。その方法として、【表8.3.5.2-1】の公募地方公社

債発行状況によると、2005年度に、福岡県北九州市、愛知県名古屋市において、はじめて市場公募地方公社債が発行さ

れ、その後も発行されている。
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【表8.3.5.2-1】公募地方公社債発行状況

表１ 公募地方公社債発行状況（2008/1/25現在）

出所：総務省自治財政局地方債課資料

京都府の資金調達は、すでに述べたように、長短の借入金でまかなわれている。平成16年度以降、短期借入金が倍増

している。これは、計画収支の悪化による繋ぎ資金的なものと思われる。借入先である市中銀行の金利は低く抑えられ、

公社にとってもメリットとなってきた。しかしながら、【表8.3.5.2-2】によれば、平成19年からは、景気の回復による

金利の上昇などから、その調達金利も上昇しており、公募債との金利差はほとんどなくなっている。

この現状を評価してみると、長期の整備資金を短期借入金により借り入れる現在の状態は、京都府からの債務保証も

あり、確かに市中銀行からの借り換えは可能であると思われるが、2008年以降の厳しい経済状況、銀行の競争環境を考

えると、悪化した収支の改善が計画どおり短期的に回復できないリスク、将来の金利上昇リスク、借り換えの困難性が

伺える。したがって、公社債など、別の手段による安定した資金調達方法の検討も必要であろう。

また、短期借入金は財政健全化法における将来負担比率の指標には表れないことからも、長期の借り換えを前提とし

た短期借入金による資金調達は、透明性・説明責任の観点からも望ましいとはいえないし、一般的に健全性を欠く財務

戦略である。府としては、短期借入金の方が金利が低かったこともあり、短期資金を調達したようであるが、当然のこ

とながら、短期で返済できる原資があるわけではなく、長期への借り換えがいずれ必要となる、と考える。
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【表8.3.5.2-2】地方債の表面利率と道路公社の市中銀行借入利率（短期）との比較

ただ、これら資金調達の検討は節約にはなるものの、道路運営の中身の改善にはつながらないため、利払い費の縮減

は、真の意味での問題解決を遅らせるという弱点もはらんでいる。

一方で、前向きの問題として、今後は次の点がポイントとなるであろう。

8.3.5.3.資産・負債よりも将来負担（政策コスト）で議論の必要性

公会計基準的には、民間の会計基準に準拠し、資産を再取得価格で評価する方向にあると思われる。しかしながら、

道路の価値は、建築費で決まるものではなく、（将来収入と建築費が均衡するような最適なレベルで建設が行われてい

るのなら同じになるが、）そもそも、将来期待できる収入よりも建築費が過大であるような道路で問題が起きており、

そのような物件で再取得価格を提示しても意味がないであろう。将来に向けて地方道路公社の経営実態を明らかにする

ためには、無料開放時期までの料金収入の現在価値（キャッシュインフロー）が、その道路の価値を決めるのであり、

その現在価値を資産評価に使うべきであろう。財務諸表には、再取得価格で表示をしてもよいが、実際にその公社の今

後のあり方を考えるときには、各道路の無料開放時期までの収入の割引現在価値を求めるべきであろう。実際、企業の

減損会計はこのように計算され、固定資産等の減損が発生しているかどうか、開示が義務づけられている。たとえ、債

務超過であっても、その価値があれば、その道路には意義があり、予定どおり無料開放も可能であり、地方道路公社と

しての問題はないのである。

したがって、本稿でも議論した政策コストの概念を活用し、毎年、その時点における「将来収支予測」、「政策コスト」

を積極的に公表し、将来リスクを明示するとともに、道路の運営管理のあり方を広く議論するべきである。

8.3.5.4.道路建設のあり方：初期時点ガバナンスと維持管理ガバナンスの構築

一方で、各道路の無料開放時期までの収入の割引現在価値が負債に見合わない場合には、将来負担が発生する。この

ような事態の要因には、将来予測に伴うリスクのほかに、構造的な組織非効率性によるものも考えられる。初期時点ガ

バナンスと、その後の効率的な維持管理のガバナンスをともに強化することが大切である。

まず、初期ガバナンスについては、次の二つの視点が重要である。

第一に、本来必要な道路であるならば、受益者負担の考え方、公益性とした府民による税負担の考え方を整理したう

えで、公益性がある場合には府民の資産として税金もしくは長期借入で作るべきであろう。将来収入のリスクを十分に

議論せず、税負担の必要性がないということにより安易に有料道路を作ることは、かえって、将来の府民の負担を拡大

させることになりかねない。有料道路にすれば、（ＥＴＣ設備を含む）インターの建設費、人件費など徴収のためのコ

ストも必要となる。

第二に、将来の予測にはさまざまなリスクを考慮することが必要であるが、これらの情報を全て公開し、透明性のあ

る議論をおこなうことが、適正なガバナンスに向けた第一歩である。将来の交通量が需要予測と乖離する場合には、当

初計画した収入が得られず、徴収期限の延長がない限り、京都府の負担が発生する。将来収支や政策コストを計測した

結果、将来において、収入の下方リスク、支出の上方リスクが生じた場合には、将来負担が発生する可能性が確認され



27 国家賠償法（昭和22年10月27日法律第125号）

第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、こ

れを賠償する責に任ずる。

２ 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有す

る。
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28 参考として、「ＰＦＩ事業者の公物管理法上の位置づけについての考え方」（平成14年８月23日国土交通省）には、「公物管理法と

の関係においては、ＰＦＩ事業者は、協定等で定めることにより、様々な公物管理業務を行うことが可能であり、また、金融機関

からの資金調達や許認可手続き等の面でも支障が生じることはないと考えている。」とある。
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29 経済学で用いる「贅沢品＝奢侈品（しゃしひん）」は所得が増えると消費割合が増える財（典型的には別荘や高級ブランド品）の

ことを言い、所得が増えるにつれて所得の中の消費割合が減る財（典型的には食費）、必需品の反対語である。
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た。

次に、効率的な維持管理のガバナンスに関しては、そのあり方を、これまでの慣習にとらわれずに考えていく必要が

ある。確かに、現在の制度では、道路法上の「道路」の管理については、道路法の規定（13,15,16条）により、それぞ

れ道路の種別に応じ、国、都道府県、市町村が道路管理者となることとされており、特別に定め（公社の権限代行等）

がある場合を除き、この権限を委託することはできないとされている。この道路管理に伴う管理瑕疵責任は、国家賠償

法の第２条により規定されており、特に人工公物である「道路」は、判例上も、10㎝足らずの穴ぼこによる転倒事故や

民地の樹木の倒壊による衝突事故についても道路管理者を有責とするなど、比較的厳しい判断がなされており、高い管

理水準を問われる責任のすべてを民間に委ねることは困難との意見もある。

しかしながら、損害の原因について責に任ずべき者があるときには、これに対して求償権を有する（国家賠償法27）

ともあり、また、実際には、簡易な維持管理業務の委託は行っている。現状では、求償することができないとしても、

今後、少なくとも必要な法改正がなされれば、求償権の厳格化なども含めた適切な契約のもとで、より効率的にマネジ

メントのできる主体が責任を分担することで、近年導入された指定管理者制度や包括民間委託などを通じて、民間活力・

ノウハウを引き出し建設・維持管理・運営の効率化を行うことは可能であると思われる。（国土交通省道路局や道路管

理者は、現行の制度下において道路の管理権限の委託はできないとの判断をしているようであるが、現行の制度内でも、

業務委託と同様の考え方で、包括的な民間委託ができるとの議論もある。28）

民間に将来リスクを与えることで、自治体側はリスクを軽減することができる。民間のリスクコントロール能力が勝

るものであれば、それは、官民お互いにとって望ましい。また、将来リスクも含めた形の権利（たとえば、将来の収入

権）の売却を行えば、将来債務を確定することができ、債務圧縮のメリットもある。

上記では、一般の道路を対象としたが、一部の利用者への経済学で言う「贅沢品29」（時間を買うための道路）とし

ての道路（有料道路、高速道路）というものも考えることは可能である。高額なお金を払ってでも早く移動をしたい人

々はいるであろうし、電車の特急（有料）はそのために存在している。ただし、その道路は、永久に有料であってもか

まわない。現時点で無料開放時（徴収期限到来時）に採算が取れないことが予想される道路に関しても、このような特

性を持つ道路であれば、無料開放時期を明示しない形の有料道路に切り替えて、道路の価値を高め、コストをまかなう

こともひとつのアイデアとなろう。その場合には、民間売却や包括民間委託の可能性も広がる。
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第１ 外部監査の概要

１ 外部監査の種類

地方自治法第252条の37第１項および京都府外部監査契約に基づく監査に関する条例の規定に基づく包括外部監査

２ 外部監査のテーマ（地方自治法第252条の37第１項にいう特定の事件）

2.1.選定したテーマ

府立学校（高等学校・附属中学・特別支援学校）の運営について

2.2.テーマの選定理由

教育は、国の将来を担う若者を育てる意味で、国の向かう方向を左右する基本事業の１つである。日本では古くから

教育の大切さを様々な形で具現化し、勤勉であると言われる国民性と相俟って制度的にも発展し、ある側面では諸外国

の手本ともなった。しかし、戦後の教育は、教育基本法の制定、教科書検定問題、受験地獄、核家族化と少子化、詰め

込み教育、ゆとり教育、いじめ問題、モンスターペアレント等々枚挙にいとまがないほど大きな問題を包含しながら、

揺れ動いた。

当然のことながら、国民の関心も常に高いものの、これほど重要な教育が地方行政でどのような仕組みで運営されて

いるのか、意外と知られていない。

また、京都府にとって教育費は最大の支出項目であり、平成20年度一般会計当初予算で2,381億円、歳出総額の実に

29％を占めている。ちなみに、大阪府では20.3％、兵庫県では22.0％を占めている。一般会計の教育費の中には、うち

市町村が運営主体である小中学校関係の歳出も含まれるが、これを除くと、府立学校関係が歳出の最も大きなものであ

り、金額ベースで604億円と、歳出全体の７％を占めている。

このように府民の関心及び財政に及ぼす影響が大きいことに着目するとともに、少子化に伴い、高校生徒数がピーク

時の57％にまで下降する等、高等学校教育を巡る社会情勢が大きく変化する中で、時代の変化に対応した効果的・効率

的な学校運営がなされているかについて検証を行う必要があると思料し、本テーマを選定した。

３ 外部監査の実施期間

平成20年６月６日から平成21年３月９日まで

なお、監査対象期間は、原則として平成19年度とするが、必要に応じて過年度にも遡及するとともに、平成20年度以

降の予算等についても言及していることを申し添える。

４ 外部監査の方法

4.1.監査の要点（監査の着眼点）

① 府立学校関連予算について、効果的・効率的な執行がなされているか。

② 施設の管理・運営について、コスト意識を持ち効果的・効率的になされているか。
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③ 学校組織・教職員数・職務分担等は適切で、効果的・効率的なものとなっているか。また、教員が教育現場に専

念できる有効な組織体制となっているか。

④ 学校事務の共同化・集約化・民間委託等、より効率化を図る手法の導入はないか。

⑤ 契約事務、施設、物品の管理等は適正に行われているか。

4.2.主な監査手続

① 関係書類の閲覧

高等学校・附属中学・特別支援学校及びその関連施設（以下、特に断らない限り、単に「高等学校等」という。）

を所管する教育庁各課より各種関係書類や資料の提供を受けるとともに、これらの通査・閲覧を通して高等学校等

の置かれている状況の理解を深めるとともに、問題点等の検出に努めた。

② 関係者への質問

関係書類等を通じた理解のみでは不十分な点については、所管部署である教育庁各課の担当者に対して直接質問

をし、回答を得るという形で監査を進めた。

③ 高等学校等の現場視察

監査の要諦は「現場確認」にあるといわれるように、監査対象となっている現場の視察は何よりも重要な監査手

続であると理解している。後述するように南北に長く展開する京都府の地理的条件から、監査対象となった高等学

校等も各地に点在しているが、代表的な高等学校等に臨場して、その概要を把握するとともに、現場責任者に対す

る質問等を積極的に行い、その状況の把握に努めるとともに問題点の検出に注力した。

④ 上記の手続を通じて検出された問題点についての改善策の検討

監査の主目的が問題点の検出にあることは言うまでもなく、これは監査の批判的機能と説明されることが多く、

監査の本源的機能である。しかし、監査の機能はそれに留まるものではなく、検出された問題点をどのように改善

するべきかという提案・提言等を行うことも重要な役割である。それは監査の指導的機能ともいわれているが、こ

うした機能にも留意しつつ、可能な限り改善策についての検討を加え、積極的な提案・提言に繋げられるよう努力

した。

4.3.往査の実施状況

上記4.2.③でも述べたとおり、外部監査の実施にあたっては所管部署である教育庁各課におけるヒアリングのみなら

ず、代表的な高等学校等に赴いて、文字どおり最前線における高等学校等の運営状況を把握することに努めた。さらに、

可能な限り関係機関へも出向いて現場の生の声を聴取することに心掛けた。

なお、この往査の状況は以下のとおりである。

５ 包括外部監査人および補助者の氏名・資格

5.1.包括外部監査人

公認会計士・税理士 土江田 雅 史

5.2.包括外部監査補助者

公 認 会 計 士 日根野 健

公 認 会 計 士 堀 田 喜代司

公認会計士・税理士 村 尾 愼 哉

（五十音順）

６ 利害関係

京都府と包括外部監査人ならびに補助者との間には、地方自治法第252条の29の規定により記載すべき利害関係はない。



108

京 都 府 公 報 号外 第27号 平成21年４月30日 木曜日

第２ 監査対象の概要

１ 教育委員会・教育庁の概要

1.1.教育委員会・教育庁の機構

京都府教育委員会は、６人の委員をもって組織される。

委員は、知事の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する者のうちから、知事

が、議会の同意を得て任命する。委員の任期は４年で、委員長は、委員の中から選ばれ、任期は１年である。

京都府教育委員会に事務局を置き、これを京都府教育庁という。教育庁は、２部10課、地方機関として府内に５教育

局及び埋蔵文化財事務所を置いている。

教育委員会の機構図は、【図1.1.】のとおりである。

【図1.1】機構図

1.2.教育庁の職務分掌

教育庁における事務分掌は、【表1.2】のとおりである。
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【表1.2】教育庁における事務分掌
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1.3.教育委員会所管予算

京都府の平成20年度当初予算は、一般会計で8,223億7,300万円、前年度予算と比べ0.2％増となっている。このうち、

教育費総額は、2,381億1,807万円で府全体の一般会計予算の28.9％を占めている。
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【図1.3-1】府平成20年度当初予算（単位：億円）

また、府教育委員会所管の平成20年度当初予算（一般会計）は、2,060億6,219万円で府全体の歳出額の25.1％を占め、

前年度予算（2,066億7,664万円）に比べ0.3％減となっている。

「歳出」を目的別に分類すると、義務教育教職員の給与費や旅費の小・中学校費が58.1％を占め、府立高校の整備や

運営経費、給与費などの高等学校費が19.1％、教育庁の運営経費や公立学校教職員の退職手当などの教育総務費が10.9

％、特別支援学校の整備や運営経費、給与費などの特別支援学校費が10.2％、社会教育費、文化財保護費、保健体育費

併せて1.7％となっている。

【図1.3-2】教育委員会所管目的別予算（単位：億円）

性質別にみると、教職員費及び職員給与費などの人件費が92.9％、府立学校の校舎などの整備をはじめ各種の事業費

が7.1％となっている。
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【図1.3-3】教育委員会所管性質別予算（単位：億円）

地方公務員の給与は、原則として職員の身分の属する地方公共団体が負担し支給することになっているが、市町村立

の小・中学校及び特別支援学校の校長、教頭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師、学校

栄養職員及び事務職員の給与などについては、市町村立学校職員給与負担法第１条の定めるとことにより、例外として

都道府県が負担することとされている。

これは、財政規模その他の事情が異なる市町村に給与を負担させた場合、給与の不均衡が予測され、人事上の障害と

もなるので、広域的な視野に立って教育の推進を図るために設けられた制度である。

また、教育の機会均等とその水準の維持向上を図るため、義務教育諸学校の教職員の給与費などについて、都道府県

の負担した給与費の概ね３分の１を一定の基準にしたがって、国が負担するよう、義務教育国庫負担法に定められてい

る。

1.4.教育改革に関する公表指針等

京都府教育委員会では、「新京都府総合計画」に基づき、教育改革の基礎プランとして『京の子ども、夢・未来』プ

ラン21を公表し、そこから派生する様々なプランや懇話会等の外部諮問組織を通じて教育改革を具現化しようとしてい

る。

1.4.1.『京の子ども、夢・未来』プラン21―京都府の教育改革

平成13年に、京都府の教育改革を総合的に進めるため、「新京都府総合計画」を基盤として、関連施策を体系的に整

理した「『京の子ども、夢・未来』プラン21―京都府の教育改革―」を策定し、この度時代の進展を踏まえ、直面する

教育を取り巻く諸課題により適切に対応するため、見直しを行っている。

1.4.2.平成20年度指導の重点

1.4.1.『京の子ども、夢・未来』プラン21―京都府の教育改革―に基づき、京都府の教育は、活力とうるおいのある

未来をつくるため、確かな見通しを持って主体的に生き抜く、創造性あふれる心豊かな人間の育成を目指すものである。

この教育の目標を達成するためには、確かな学力、豊かな人間性、健康や体力などの「生きる力」の育成を基本とし、

この変化する社会に柔軟かつ的確に対応する能力や資質の育成に努めることが必要である。京都府教育委員会は、市町

村教育委員会との連携・協力の下に、学校教育と社会教育の緊密な連携を進め、地域の実態に即して、特色ある教育活

動を創造するため、平成20年度指導の重点を公表している。

1.4.3.まなび教育推進プラン

全国学力・学習状況調査の結果を踏まえ、全ての子どもたちに『質の高い学力』を身に付けさせる取組について具体

的な充実策を策定し、京都府における教育改革を着実に推進している。

1.4.4.府立学校の在り方懇話会

「府立学校の在り方懇話会」とは、個性化・多様化への対応、少子化の進行やノーマライゼーションの進展等社会の

変化に対応した今後の府立学校の在り方や改善方策について、意見を求めるため設置している。
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1.4.5.中高一貫教育等に係る懇談会

中高一貫教育の進め方等について具体的な計画を構想するに当たり、地域社会のニーズ、小・中・高校の現場から見

た課題などについて生の意見を交換し整理を図ることを目的として設置している。

1.4.6.子どもいきいきサポート推進プラン

教育を取り巻く環境が大きく変化する中、家庭に引きこもったり学校に登校できない子どもたちの問題が顕在化して

きた。こうした子どもたちが、豊かな心を持ち、たくましく生き、生涯にわたって学びつづける基盤を培うという観点

に立って、小学校から高等学校までの12年間を見据えた不登校の解決に向けて、具体的な施策を策定し、京都府におけ

る教育改革を着実に推進する。

1.4.7.学校の組織運営体制の在り方研究会

この研究会は、学校教育法等の一部を改正する法律（平成19年法律第96号）等を踏まえ、京都府の公立学校（京都市

立学校を除く。）における組織運営体制の在り方について研究・検討することを目的に設置されている。

２ 京都府の教育施設

2.1.施設の配置状況

京都府教育委員会の管理に属する教育機関としては、府総合教育センター、府立図書館、府立南山城少年自然の家、

府立るり渓少年自然の家、府立婦人教育会館、府立山城郷土資料館、府立丹後郷土資料館と府立中学校２校、府立高等

学校47校、特別支援学校10校を設置している。

府総合教育センターは、学校・教職員支援をコンセプトに、研究、研修講座、教育相談、教育情報収集・活用の４事

業を中心に実施しており、そのウェブサイト、ＩＴＥＣ（�������	
�� ��������� ����	
�� ���	��の略であり、府総

合教育センターのホームページ）は正に教育情報収集・活用事業を具現化するサイトである。すなわち、主に教員・学

校のための教育機関である。この府総合教育センターは、綾部市に北部研修所を擁し、北部地域における研究・研修事

業の充実を担っている。

府立図書館は、唯一の府立図書館であり、京都市左京区に位置する。

府立南山城少年自然の家（グリーンパル南山城）は、京都府の最南東部南山城村にあり、奈良県、三重県、滋賀県に

隣接し、周囲には緑の笠置連山、青々と水をたたえる高山ダムがあり、マツやコナラの里山と茶畑に囲まれて、四季折

々の自然が楽しめる宿泊も可能な施設である。林間学習、吹奏楽・スポーツクラブの合宿、企業等の研修にも利用され

ている。

府立るり渓少年自然の家も同様に、府内の児童・学生・家族の利用を中心として、自然とのふれあいによって自然か

ら様々なものを学ぶことを目的とした宿泊も可能な施設である。

府立婦人教育会館（愛称：ふれーる）は、古都、長岡京の西山の麓、緑豊かな環境の中にある京都府の社会教育施設

であり、男女共同参画を推進するため研修、交流、情報交換の場を提供し、その充実を図っている施設である。

府立山城郷土資料館と府立丹後郷土資料館は山城地域と丹後地域の郷土資料を展示したり、郷土に関する講演・研修

を行ったりして、その理解を深めることを目的とする施設である。

今回はこれら関連施設のうち、府立高校等の教職員養成に直接的に関係の深い府総合教育センターのみを取り上げた。

なお、京都府内の高等学校の施設の所在地を地図上にプロットした資料が次の【図2.1】である。
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【図2.1】府内高等学校の所在地

2.2.学校別収入支出の状況

最近３カ年における学校別収支の状況は、【表2.2-1】のとおりである。

各校とも収入額はほぼ一定あるいは逓減傾向が見られるが、支出額の大部分を占める人件費が増加傾向にあることが

伺われる。
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【表2.2-1】学校別収支の状況
（単位：千円）
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これらの学校の収支金額を単純に合算してみると、下記【表2.2-2】のようになる。他の府立学校と比較すると、当

然のことながら収支バランスの悪い盲学校以下与謝の海養護学校までを除いて単純合算したものが下記【表2.2-3】で

あるが、なお393億円もの収支赤字が計上されている。

収入総額は毎年２％前後逓減しているにもかかわらず、支出総額は逆に毎年逓増している。したがって収入に対する

支出の割合もこの３年間で悪化の一途を辿っている。しかし、支出に占める人件費の割合がほぼ横ばいで推移している

ことを鑑みると、人件費も増額される一方、人件費以外の支出も同程度の比率で伸びていることが見てとれる。特に、

【表2.2-3】での19年度の支出総額及び人件費の伸び率は大きい。

この表を分析する限りにおいて、元々、公教育活動において収支差額の黒字化は第一義目的ではないだろうが、時代

背景から、今日、最低のコストで最大の教育効果を上げることが社会的に求められ、常にコストを意識した学校運営が

必達とされる。
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【表2.2-2】全学校単純合算 （単位：千円）

【表2.2-3】盲学校以下与謝の海養護学校までを除く単純合算 （単位：千円）

３ 京都府の状況

3.1.児童・生徒数

3.1.1.児童・生徒数の推移

京都府内における児童・生徒数の推移は、【図3.1.1】のとおりである。小学校・中学校の児童・生徒数は減少傾向で

あったが、ここ数年は下げ止まりの状況にあるが、高校生徒数はピーク時の57％に下降し、今なお減少し続けている。
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【図3.1.1】児童生徒数の推移

3.1.2.公立高等学校学科別・学年別生徒数（全日制）

平成19年５月１日現在の全日制公立高等学校学科別・学年別生徒数は、【表3.1.2】のとおりである。全生徒数に占め

る普通科の割合は、京都府立高等学校が８割強であるのに対し、京都市立高等学校では５割前後である。これは学科の

分類による影響が大きいと思われる。

【表3.1.2】全日制公立高等学校生徒数

3.1.3.公立高等学校学科別・学年別生徒数（定時制・通信制）

平成19年５月１日現在の定時制・通信制公立高等学校学科別・学年別生徒数は、【表3.1.3】のとおりである。なお、

通信制は特に学年を定めていない。
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【表3.1.3】定時制・通信制公立高等学校生徒数

3.1.4.公立特別支援学校学級数・児童生徒数

平成19年５月１日現在の公立特別支援学校学級数・児童生徒数は、以下のとおりである。

【表3.1.4】公立特別支援学校学級数・児童生徒数

3.2.進学率の推移

3.2.1.中学校から高等学校への進学率

京都府及び全国における中学から高等学校への進学率の推移は、【図3.2.1】のとおりである。進学率の高さは全国平

均に比し、京都府では、過去からかなり高い、ということが言える。

【図3.2.1】中学から高校への進学率の推移
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3.2.2.高等学校から大学への進学率

また、京都府及び全国における高校学校から大学への進学率の推移は、【図3.2.2】のとおりである。ここでも、京都

府における高校から大学への進学率は、全国平均を大きく上回っている。しかも、その開差は大きくなっている。

【図3.2.2】高等学校から大学への進学率の推移

3.3.卒業後の進路状況

平成19年３月卒業の公立高等学校卒業生の学科別進路状況は、【表3.3-1】及び【表3.3-2】のとおりである。

【表3.3-1】学科別進路状況（人数）


